
マイナンバーカード出張申請受付・
マイナポイント申込支援の出張会場を開設します！

　マイナポイント第２弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限が令和５年２月28日（火）
に延長されたことから、マイナンバーカード申請の出張会場を中央コミュニティセンターで開設
します。マイナンバーカードをまだお持ちでない人は、この機会にぜひお申し込みください。
　また、マイナポイントの申込支援を合わせて行います。マイナンバーカードをお持ちで、マイナ
ポイントの申し込みを希望する人は、必要な持ち物を持参して、会場へお越しください。

問合先 市民課戸籍住民グループ（☎84－5004）

●月・水・金曜日　午前９時30分～正午
　（受付は午前11時30分まで）
●火・木曜日　午後１時30分～４時30分
　（受付は午後４時まで）

開設時間

中央コミュニティセンター（市文化会館内）
開設場所

２月中の月～金曜日
※３日（金）、８日（水）、
　23日（木・祝）を除く

開設期間

※本庁、関支所でも申請や申込支援を実施します
が、窓口の混雑を緩和するため出張会場をご利用
ください。

２月28日■申請分まで！２月28日■申請分まで！火

〈マイナポイント第２弾〉最大20,000円分と
〈市独自〉QUOカード（1,000円分） お知らせワイド

【総務財政部税務課、市民文化部歴史博物館】
　事務処理について、一部不備が見受けられたこと
から、適正な事務処理に努められたい。
【市民文化部文化課・歴史博物館】
　公金等取扱マニュアルについて、会計課が示す亀
山市公金等取扱基本マニュアルに準じて作成され
たい。
【市民文化部文化課、建設部建築住宅課】
　内容が類似している委託業務については、事務の
効率性の観点から単価契約にするなど契約方法につ
いて検討されたい。

問合先　監査委員事務局監査グループ
　　　　(☎84ー5051)

【教育委員会事務局教育総務課】
　遊具保守点検業務委託については、すべて専門業
者に委託し、移動式遊具も含めて教育総務課で管理
されたい。
【教育委員会事務局生涯学習課】
　消防用設備保守点検業務委託について、点検結果に
対し、措置状況一覧表を作成し、適正に対処されたい。

＜複数の課に係る意見＞
【総務財政部財務課、市民文化部文化課、健康福祉部
健康政策課・地域福祉課・子ども未来課・加太保育園、
産業環境部商工観光課、建設部建築住宅課、消防本部
消防総務課】
　年次有給休暇の取得日数について、特定事業主行
動計画の目標を達成できるよう、計画的、積極的な取
得を職員に推奨されたい。

【マイナンバーカード申請受付】
申請時の持ち物
①通知カード（紛失した場合も申請可）
②本人確認書類（以下のＡ書類より１点、またはＢ書類より２点）

※ マイナンバーカードに必要な顔写真を無料で撮影します。
※ 会場で新規申請された人に、QUOカード（1,000円分）を後日進呈
します。

【マイナポイント申込支援】
　ご自身での手続きが困難な人は、健康保
険証利用の申し込みや公金受取口座の登
録などを職員が一緒に行い、マイナポイン
トの申し込みをサポートします。
必要な持ち物
① マイナンバーカード（暗証番号［４桁の
数字］も入力するため必要）
② ポイントを受け取るためのキャッシュレ
ス決済の登録に必要な情報（サービスID、
セキュリティコードが分かる電子マネー
カード、二次元コードサービスなど［事前
登録が必要な決済サービスは対応不可］）
③ 公金受取口座として登録する預貯金口
座の情報（登録希望者のみ）

マイナポイント

A書類 （顔写真付きのもの） B書類 （氏名・住所または氏名・
生年月日が分かるもの）

・運転免許証
・運転経歴証明書　・在留カード
・障害者手帳
・旅券（パスポート）
・ 住民基本台帳カード
　（有効期限内） など　 

・健康保険証
・医療費受給資格証　・介護保険証
・年金手帳または証書
・母子健康手帳
・学生証や社員証（顔写真付き）
 など　

9広報かめやま　令和5年2月1日号

●マイナポイント事業について詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。


